
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・船橋市全域が宅地造成等

工事規制区域になります。 

・特定盛土等規制区域はあ

りません。 

宅地造成等規制法に基づく規制区域 宅地造成及び特定盛土等規制法に

基づく規制区域（案） 

令和 7 年 5 月まで

に新たな区域を指

定する必要があり

ます。 

A 地区 

飯山満町 1 丁目の一部 

新高根 1 丁目の一部 

高根町の一部 

米ヶ崎町の一部 

芝山 1 丁目の一部 

芝山 2～5 丁目の全部 

芝山 6 丁目の一部 

芝山 7 丁目の一部 

 

B 地区 

前原西 5 丁目の全部 

前原西 6 丁目の一部 

前原西 7 丁目の全部 

駿河台 1 丁目の一部 

駿河台 2 丁目の一部 

東船橋 3 丁目の一部 

中野木 1 丁目の一部 

中野木 2 丁目の一部 

 

C 地区 

坪井町の一部 

坪井東 1 丁目の一部 

坪井東 2 丁目の一部 

坪井西 1 丁目の全部 

坪井西 2 丁目の全部 

松が丘 4 丁目の一部 

松が丘 5 丁目の全部 

古和釜町の一部 

習志野台 7 丁目の一部 

（別紙１） 


